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平成２８年１１月定例県議会付議案 
 

議案第 １号 平成２８年度鳥取県一般会計補正予算（鳥取県中部地震緊急対応関係） 

議案第 ２号 同     鳥取県一般会計補正予算 

議案第 ３号 同     鳥取県県営境港水産施設事業特別会計補正予算 

議案第 ４号 同     鳥取県港湾整備事業特別会計補正予算 

議案第 ５号 同     鳥取県営電気事業会計補正予算 

議案第 ６号 同     鳥取県営病院事業会計補正予算 

 

議案第 ７号 鳥取県における歴史資料として重要な公文書等の保存等に関する条例の設定について 

（政策法務課） 

 

県、市町村及び県民等の保有する歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、基本理念

を定め、歴史公文書等を保有するものの責務を明らかにすること等により、歴史公文書等の適切な保

存及び利用を図るものである。 

（概 要） 

 ①歴史公文書等は、県民の知る権利の保障に資するものなど、現在及び将来の県民全体にとって価

値の高い知的資源であることから、それぞれの保有主体が適切に保存等を行うことを原則としつ

つ、県、市町村及び県民等の連携と協力により、将来の世代に引き継がれなければならないもの

とする。 

②県は、県が保有する歴史公文書等を適切に保存し、利用に供するものとする。 

③県は、市町村及び県民等に対し、必要に応じ、歴史公文書等の保存及び利用に関する協力を行う

ものとする。 

④市町村は、市町村が保有する歴史公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずるものとす

る。 

⑤市町村は、必要に応じ、歴史公文書等に関する県の取組に協力するとともに、歴史公文書等を保

有する県民等に対し、その保存及び利用に関する協力を行うよう努めるものとする。 

⑥県民等は、県及び市町村と協力しながら、その保有する歴史公文書等を適切に保存するよう努め

るとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めるものとする。 

⑦実施機関等から引き継がれた歴史公文書等を保存し、県民の利用に供するとともに、歴史公文書

等に関連する調査研究を行うため、鳥取県立公文書館を鳥取市に設置するものとする。 

 

 [平成 29年４月１日施行] 

 

議案第 ８号 鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例の一部改正について 

（参画協働課） 

 

特定非営利活動促進法の一部が改正され、特定非営利活動法人の事業報告書の備置期間が延長され

たこと等に鑑み、控除対象特定非営利活動法人に係る役員報酬規程等の備置期間を延長する等、所要

の改正を行うものである。 

（概 要） 

 控除対象特定非営利活動法人に係る役員報酬規程等の備置期間又は公開期間を５年間（現行 ３

年間）とする。 

 [平成 29年４月１日施行] 
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議案第 ９号 鳥取県特別医療費助成条例の一部改正について（子育て応援課） 

 

 子ども等の医療に係る経済的負担の軽減を図るため、特別医療費の助成の対象を拡充する等、所要

の改正を行うものである。 

（概 要） 

 特別医療費の助成対象に、小児慢性特定疾病等に罹患している者、ひとり親世帯及び子育て世帯

に係る訪問看護に要する費用を加える。 

[平成 29 年４月１日施行] 

 

議案第１０号 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について（住まいまちづくり課） 

 

 老朽化した宇倍野第１団地及び宮岡団地を廃止することに伴い、当該団地に係る規定を削除するも

のである。 

 [公布施行] 

 

議案第１１号 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例及び鳥取県警察署協議会条例の 

一部改正について（警察本部警務課、警察本部総務課） 

 

 鳥取県八橋警察署の名称を鳥取県琴浦大山警察署に、鳥取県八橋警察署協議会の名称を鳥取県琴浦

大山警察署協議会にそれぞれ改めるものである。 

 [規則で定める日から施行] 
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議案第１２号 鳥取県警察手数料条例の一部改正について（警察本部運転免許課） 

 

道路交通法の一部が改正され、自動車の種類として準中型自動車が設けられたこと、及び高齢者に

対する講習が見直されたことに伴い、当該運転免許に関する事務について新たに手数料を徴収すると

ともに、道路交通法施行令の一部が改正され、運転免許に関する事務に係る手数料の標準とすべき額

が見直されたことに伴い、これらの事務に係る手数料の額を見直す等、所要の改正を行うものである。 

（手数料の概要） 

 設 定 

区 分 単 位 金 額 

準中型自動車免許に関する事務 

 運転免許試験 １件につき 1,600 円～7,050 円 

運転技能検査 １件につき 4,050 円又は 6,700 円 

運転技能の再試験 １件につき 2,000 円又は 4,650 円 

技能検定員に係る審査 １件につき 750 円～23,100 円 

教習指導員に係る審査 １件につき 750 円～14,600 円 

運転免許証取得時講習 １時間につき 3,400 円又は 4,100 円 

初心運転者講習 １時間につき 2,150 円 

臨時高齢者講習 免許の種類に応じ 2,400 円又は 5,650 円 

 

 見直し 

区 分 単 位 
金 額 

現  行 改 正 後 

大型自動車免許及び中型自動車免許に関する事務 

 

 

 

 

 

運転免許試験 １件につき 1,600 円～7,400 円 1,600 円～7,050 円 

運転技能検査 １件につき 3,650 円又は 6,650 円 4,050円又は6,700円 

技能検定員に係る審査 １件につき 750 円～23,450 円 750 円～23,100 円 

教習指導員に係る審査 １件につき 750 円～14,950 円 750 円～14,600 円 

運転免許証取得時講習 １時間につき 4,650 円 4,100 円 

高齢者講習に関する事務 

 

 

 

70歳以上75歳未満の者

に対するもの 

免許の種類等に応じ 2,250 円又は 5,600 円 2,000円又は4,650円 

75 歳以上の者に対する

もの 

免許の種類等に応じ 2,250 円又は 5,200 円 2,000 円～7,550 円 

 

 [平成 29年３月 12日施行] 

 

議案第１３号 貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部改正について（会計指導課、医療政策課） 

 

 医師の県内への定着を図るため、医師養成確保奨学金の返還に係る債務免除の条件を改めるもので

ある。 

（概 要） 

 債務の免除条件に係る指定病院等における常勤医師としての業務に従事した期間に、３年を上限

として、知事が特に指定する病院（国立大学法人鳥取大学医学部附属病院）の全ての診療科（現行 

知事が指定する診療科（小児科、産科、救急科及び精神科））の業務に従事する期間を加える。 

 

[公布施行] 
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議案第１４号 鳥取県手数料徴収条例の一部改正について（会計指導課、くらしの安心推進課） 

 

 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部が改正され、食鳥検査に係る指定検査機関

の指定権限が厚生労働大臣から知事に移譲されたことに伴い、手数料等を定める規定について所要の

改正を行うものである。 

[平成 29 年４月１日施行] 

 

議案第１５号 工事請負契約（境漁港高度衛生管理型市場整備事業陸送上屋他新築工事（建築）） 

の締結について（水産課） 

 

工 事 名：境漁港高度衛生管理型市場整備事業陸送上屋他新築工事（建築） 

工 事 場 所：境港市昭和町 

契約の相手方：境漁港高度衛生管理型市場整備事業陸送上屋他新築工事（建築）大松建設・大協組・

岩崎組特定建設工事共同企業体 

契 約 金 額：1,851,120,000 円 

工事完成期限：平成 30年 10 月 31 日 

 

議案第１６号 工事請負契約（境漁港高度衛生管理型市場整備事業陸送上屋他新築工事（機械設備）） 

の締結について（水産課） 

 

工 事 名：境漁港高度衛生管理型市場整備事業陸送上屋他新築工事（機械設備） 

工 事 場 所：境港市昭和町 

契約の相手方：境漁港高度衛生管理型市場整備事業陸送上屋他新築工事（機械設備）米子ガス産業・

大陽日酸エネルギー・大丸水機特定建設工事共同企業体 

契 約 金 額：508,680,000 円 

工事完成期限：平成 30年 10 月 31 日 

 

議案第１７号 財産の取得（青谷上寺地遺跡保存用地）についての議決の一部変更について（文化財課） 

 
史跡青谷上寺地遺跡の保存、整備及び活用のため、公有化年次計画に基づき、本年度中に追加して

用地を取得するものである。 
（変更の概要） 
相 手 方：変更前 鳥取市個人 ほか 52 名 
              ↓ 
       変更後 鳥取市個人 ほか 57 名 
譲 渡 財 産：下表のとおり 

変 更 前 変 更 後 

所 在 地 種類 数 量 
取得予定 
価  格 

所 在 地 種類 数 量 
取得予定 
価  格 

鳥取市青谷
町青谷字上
寺地 4204 番
３ほか 90筆 

土地 75,760.48 ㎡ 1,039,270,488 円 鳥取市青谷
町青谷字上
寺地 4204 番
３ほか101筆 

土地 77,867.48 ㎡ 1,098,231,506 円 

 

議案第１８号 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（警察本部会計課） 

 

和解の相手方：八頭町 個人 

和解の要旨：県は、損害賠償金 53,676 円を和解の相手方に支払う。 

概    要：平成 28年８月５日、郡家警察署の職員が、郡家警察署敷地内において除草作業中、

草刈機により跳ね上げられた小石が一般国道 29号を走行中の和解の相手方所有の

普通乗用自動車に衝突し、同車両が破損したものである。 
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議案第１９号 公の施設の指定管理者の指定（鳥取県立大山駐車場）について（西部総合事務所） 

 

鳥取県立大山駐車場の指定管理者を指定することについて、地方自治法第 244 条の２第６項の規定

により、議会の議決を求めるものである。 

（概 要） 

指定管理者となる団体：一般社団法人大山観光局（指名） 

指 定 の 期 間：平成 29年４月１日から平成 34 年３月 31 日まで 

 

議案第２０号 当せん金付証票の発売について（財政課） 

 

平成２９年度宝くじ発売総額：５３億円以内 

             （平成２８年度宝くじ発売議決額：５３億円以内） 

 

議案第２１号 平成２７年度決算の認定について（財政課） 

 

一般会計歳入歳出決算額                           （単位：千円） 

会計名 歳 入 歳 出 差 引 
翌年度に繰り 

越すべき財源 
実質収支 

一般会計 363,176,555 349,849,556 13,326,999 2,877,181 10,449,818 

 

特別会計歳入歳出決算額                           （単位：千円） 

会 計 名 歳 入 歳 出 差 引 

用品調達等集中管理事業 4,170,841 3,987,720 183,121 

公債管理 87,860,475 87,860,475 0 

給与集中管理 23,879,295 23,725,876 153,419 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業 309,751 106,209 203,542 

天神川流域下水道事業 1,406,699 883,150 523,549 

中小企業近代化資金助成事業 236,775 69,987 166,788 

就農支援資金貸付事業 105,361 29,488 75,873 

林業・木材産業改善資金助成事業 268,427 23,841 244,586 

県営林事業 136,046 133,731 2,315 

県営境港水産施設事業 295,169 272,983 22,186 

沿岸漁業改善資金助成事業 351,085 62 351,023 

港湾整備事業 121,061 110,823 10,238 

収入証紙 1,770,635 1,734,571 36,064 

県立学校農業実習 61,052 43,182 17,870 

育英奨学事業 879,107 878,262 845 

 

議案第２２号 専決処分の承認について 

 

（１）平成２８年度鳥取県一般会計補正予算（平成２８年１０月２５日専決）（財政課） 

    

補正前の額  386,163,364 千円 

補 正 額   2,848,504千円（国庫支出金 556,960千円、寄附金 185,000千円、起債 857,000

千円、繰入金 280,000 千円、一般財源（繰越金）969,544 千円） 

補正後の額  389,011,868 千円 

・10 月 21 日に発生した鳥取県中部地震による被害に対する応急復旧対策、風評被害対策等を緊急

に実施するための補正予算。 
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（２）平成２８年度鳥取県天神川流域下水道事業特別会計補正予算（平成２８年１０月２５日専決） 

（財政課） 

    

補正前の額   1,033,379 千円 

補 正 額     30,000 千円（分担金及び負担金 15,000 千円、起債 15,000 千円） 

補正後の額   1,063,379 千円 

・10 月 21 日に発生した鳥取県中部地震による被害に対する応急復旧対策を緊急に実施するための

補正予算。 

 

議案第２３号 職員の給与に関する条例等の一部改正について（人事企画課等） 

 

人事委員会の「職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告」に鑑み、一般職の

職員の給料表の改定等を行うとともに、知事等の給与に関する有識者会議の意見を踏まえ、一般職の

職員に準じ、特別職の職員及び教育長の給与並びに参考人の手当の額の改定を行うものである。 

（概 要） 

①職員の給与に関する条例の一部改正 

ア 給 料 表：全給料表の給料月額の改正 

イ 初任給調整手当：限度額の引上げ 

   ウ 期 末 手 当：支給割合の引下げ 

エ 扶 養 手 当：配偶者に係る手当額の引下げ及び子に係る手当額の引上げ 

          行政職８級以上の職員等の扶養手当の廃止等（子に係るものを除く。） 

②任期付研究員の採用等に関する条例及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 

ア 給 料 表：給料表の給料月額の改正 

イ 期 末 手 当：支給割合の引下げ 

③鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関す

る条例及び土地収用法等に基づく鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例の一部改正 

一般職の職員に準じ、知事等の給与等の改定を行う。 

[公布施行 ほか] 

 

議案第２４号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正について（人事企画課、教育総務課） 

 

人事委員会の「職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告」に鑑み、育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正等を踏まえ、職員の勤務時間、

休暇等に関する条例ほか関係条例について、所要の改正を行うものである。 

（概 要） 

①職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部改正 

 ア 介護休暇の分割取得の導入 

 イ 介護時間の新設 

 ウ 家族介護をする職員の時間外勤務の免除 

②職員の育児休業等に関する条例の一部改正 

 育児休業等の子の範囲の拡大 

 [平成 29年１月１日施行] 

 

議案第２５号 鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正について（医療指導課） 

 

 県内において大麻草栽培の免許を取り消す事案が発生したことに鑑み、今後、知事は県内において

大麻草の栽培の免許をしない等の措置を講じるため、所要の改正を行うものである。 

 [公布施行] 
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報  告  事  項 
 

報告第 １号 平成２７年度鳥取県継続費精算報告書について（財政課） 

 

事 業 名 年 度 精 算 額  （円） 

原子力環境センター（仮称）建設事業費 ２６～２７年度 ３３８，６９２，３２０ 

八橋警察署庁舎移転整備（設計）事業費 ２６～２７年度 ６１，０２０，０００ 

東部運転免許センター庁舎移転整備（設計）事業費 ２６～２７年度 ３４，７９８，７８８ 

鳥取工業高等学校建築・電気実習棟改築事業費 ２４～２７年度 ９７０，０３７，５５０ 

倉吉総合産業高等学校管理棟改築事業費 ２４～２７年度 ６８７，３５０，５７３ 

倉吉西高等学校弓道場整備事業費 ２６～２７年度 ６２，１７５，６００ 

倉吉総合産業高等学校グラウンド整備事業費 ２６～２７年度 ４３，３１６，０００ 

鳥取工業高等学校グラウンド整備事業費 ２６～２７年度 ６１，５２８，３２０ 

倉吉農業高等学校大型特殊自動車免許取得施設整備

事業費 

２６～２７年度 １７，９８１，５６０ 

県立高等学校等非構造部材耐震対策事業費 ２６～２７年度 ７９８，１１９，９６７ 

西部病弱高等部整備事業費 ２６～２７年度 ２，１４５，９６０ 

 

報告第 ２号 議会の委任による専決処分の報告について 

 
（１）工事請負契約（県庁第二庁舎外壁改修他工事）の締結についての議決の一部変更について 

（平成２８年１０月１９日専決）（総務課） 

 

現地調査の結果、設計時に想定していた以上の外壁劣化が判明したことによる補修数量の追加等に

より、請負代金額が増となることに伴い、請負代金額の変更を行うものである。 

    （変更内容） 

     契約金額：現行 768,960,000 円 → 変更後 785,245,320 円（16,285,320 円の増） 

 

（２）鳥取県福祉のまちづくり条例及び拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部改正について 

（平成２８年１１月１０日専決）（住まいまちづくり課、警察本部警備第二課） 

 

     ガス事業法の一部改正に伴い、条例中引用している同法の条項及び用語の改正を行うものである。 

 

 [平成 29年４月１日施行] 

 

（３）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（平成２８年１１月１０日専決） 

（警察本部監察課） 

 

     和解の相手方：倉吉市 個人 

和解の要旨：県は、損害賠償金 162,000 円（県過失 10割）を和解の相手方に支払う。 

事故の概要：平成 28 年８月 28 日、倉吉警察署の職員が、公務のため普通乗用自動車を運転中、

対向車とすれ違うため、後退した際、後方の安全確認が不十分であったため、後方

に停車中の和解の相手方所有の軽乗用自動車に衝突し、双方の車両が破損したもの

である。 
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（４）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（平成２８年１１月１０日専決） 

（警察本部監察課） 

 

     和解の相手方：倉吉市 個人 

和解の要旨 ：県は、損害賠償金 124,794 円（県過失 10割）を和解の相手方に支払う。 

事故の概要 ：平成 28年９月６日、米子警察署の職員が、公務のため普通特種自動車（パトカー）

を運転中、前方に停車していた和解の相手方所有の小型乗用自動車の進路を確保す

るため、後退しようとした際、運転操作を誤ったため前進し、同車両に衝突し、双

方の車両が破損したものである。 

 

（５）鳥取県特定非営利活動促進法施行条例の一部改正について（平成２８年１１月１１日専決） 

（参画協働課） 

 

     特定非営利活動促進法の一部改正に伴い、条例中引用している同法の条項及び用語の改正を行うも

のである。 

 [平成 29年４月１日施行] 

 

（６）鳥取県石綿健康被害防止条例及び鳥取県税条例の一部改正について（平成２８年１１月１１日専決） 

（水・大気環境課、税務課） 

 

     大気汚染防止法の一部改正に伴い、条例中引用している同法の条項の改正を行うものである。 

 

 [平成 30年４月１日施行] 

 

（７）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（平成２８年１１月１１日専決）（福祉保健課） 

 

     和解の相手方：熊本県上益城郡御船町 個人 

     和解の要旨：県は、損害賠償金 52,380 円（県過失 10割）を和解の相手方に支払う。 

事故の概 要：平成 28 年５月 15 日、福祉保健課の職員が、公務のため小型乗用自動車を運転中、

駐車場内において発進する際、運転操作を誤り、駐車していた和解の相手方所有の

普通乗用自動車に接触し、双方の車両が破損したものである。 
 

 

（８）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（平成２８年１１月１１日専決） 

（農林水産総務課） 

 

     和解の相手方：甲 鳥取市 個人 

            乙 東京都港区 企業 

和解の要旨：県は、物的損害に対する損害賠償金 95,386 円を甲に、251,130 円を乙に、それぞれ

支払うものとすること。（県過失８割） 

事故の概要：平成 28 年５月 16 日、東部農林事務所の職員が、公務のため賃貸借契約により和解

の相手方乙から借り受けている軽乗用自動車を運転中、交差点に進入した際、左方

道路から進行してきた和解の相手方甲所有の小型乗用自動車と衝突し、双方の車両

が破損したものである。 

 

（９）鳥取県進学奨励資金貸付金の返還請求等に係る訴えの提起について（平成２８年１１月１１日専決） 

（人権教育課） 

 

     相 手 方：借受者 １名 

訴えの内容：鳥取県進学奨励資金の借受者である相手方に対し、当該貸付金の返還及び訴訟費用

の負担を求めるとともに、仮執行の宣言を求める。 
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報告第 ３号 長期継続契約の締結状況について 

 

     件 数   新規 １０件 


